
　　　　　　◎歳入歳出決算について
１．一般会計について　　　　　　
（1）屋根雪下ろし用の命綱固定アンカー補助
については、高齢化による事故を防止するた
めにも補助内容を充実するなど、普及啓発に
努められたい。
（2）地域防災マップについては､定期的に更新
を促し､実情に合ったものになるよう努められたい｡
（3）行政事務連絡交付金は世帯割と均等割の
バランスの見直しを図り、業務量に見合った
改定を行われたい。
（4）産業医及び識見監査委員等、月額･年額で
定額報酬を支払う特別職については、業務量に
応じた適正な対価となっているか検討されたい｡
（5）民生委員のなり手不足は継続的な課題で
あるため、業務内容の見直しや業務のデジタル
化などを検討し､簡素化と平準化を求められたい｡
（6）社会福祉協議会の支援については検討内
容を議会にも報告しながら適正な財政支援に
努められたい。
（7）すこやかの維持管理について特に計画は
ないとのことだが、災害時にも安全確保が求
められることも勘案し、新年度に向けて必要
な改修等の洗い出しと優先順位などについて

検討されたい。
（8）保育士不足に対して処遇改善の状況等を
PRするなど、子ども･子育てに関わる仕事を志
す若者の夢を叶えることにも取り組まれたい｡
（9）市内の子ども達が恐竜に興味を持つ取り
組みを充実するとともに、地質及び恐竜に関
する学芸員等を充実し、市民向け講演を定期
的に行うなど、市全体で恐竜のまちを誇れる
取り組みに努められたい。
（10）実行委員会等に市が委託、補助するイ
ベント事業については、実施団体と協議の
上、部署を超えた検討を重ね、事業主体とな
る会員等にも応分の支援を検討されたい。
（11）交換留学等の事業を検討し、子ども達
の英語教育を充実されたい。
（12）外来種の駆除、ごみ減量化のためのリ
サイクル率の向上など、環境保全施策に努
め、生活する市民がクリーンなまちを実感
し、誇りにできる取り組みを再考されたい。
（13）不妊、不育治療については、全国に先
駆けたすばらしい取り組みであるため、さらに
PRに努め、利用者の増加を図られたい。
（14）除雪にあたってはスクールバス、フル
デマンドバスの運用も見据え、市民の安全安
心な交通を確保できる対策を検討されたい。

　　令和7年10月に「キャンナス勝山」が発会
した。「キャンナス」とは全国に拠点があり在宅
介護時に現行の介護保険外サービスをする有償
ボランティアの会である。地域に住む看護師や
介護士が病院の受診に付き添いするなどのお手
伝いをする。その会への支援と利用者の個人負
担を軽減するための支援をできないか市の見解
を伺う。
　　「キャンナス勝山」は、勝山地域おこし協
力隊員の活動として発足しており、市は組織の
運営経費等を支援している。看護師や介護士の
専門職が在籍しており、特に医療的ケアが必要
な方の心強い支援の一つになると期待し、市と
しても活動を注視していく。現時点で市からの
利用料軽減の補助は考えていないが、介護が必
要な方が安心してサービスを利用できるよう、
安全講習会の開催など検討していく。
　　市の広報物の配布は、区長が全戸配布する
区や人数の多い地区だと何班かに振り分けられ
班長が配布している。現在市のLINE登録をす
ることで広報も配信されるが、他の回覧物も
LINEで全戸配信の方向にいけないだろうか。
LINE登録が困難な方に対しては紙媒体で郵送
したらと考える。区長の仕事の負担にならない
よう今後の検討を希望するが市の考えを伺う。
　　現在月2回、市の広報物を行政協力員であ
る区長にお願いし配布している。昨年度実施し
た自治会実態調査で配布文書の量が多い等の意
見があったため、市は全地区への回覧文書の廃
止、市公式ホームページや公式LINE活用による
ペーパーレス化を推進し、文書削減に努めてい
る。また、区長と行政協力員の役割を分離する
仕組みづくりの導入を検討している。引き続き
区長の負担軽減を図り、持続可能な集落の実現
に努めていく。

一般質問  議:議員／理:理事者

　令和7年5月に李江嵐議員が男性を突き飛ばす暴行を加えたとされる事件について、略式起訴され罰金
刑が確定したことを受け、12月18日開催の本会議において議員3名の発議により、李江嵐議員に対する
辞職勧告決議案が提出されました。
　これに対し李江嵐議員からは、「私の不適切な行動により、市民の皆様や議会に多大なご迷惑とご心配
をおかけしたことについて深く反省している」とお詫びがあり、続いて「事案発生後、当事者に対し直接
または代理人を通じて謝罪の意思を伝え、公的な場においても謝罪と反省の意を述べ、必要に応じて説明
責任も果たしてきた」「被害者の対応については一貫して代理人弁護士を通じて行っている。当事者間で
の感情的な行き違いや新たな混乱を避け、適切かつ誠実な対応を行うための判断である」「略式命令を受
け罰金10万円の処分を受諾しており、自らの行動に対する責任を認めている」「行動を通じて信頼を取り
戻す努力を重ねていく所存である」との弁明がありました。採決の結果、賛成多数で可決されました。

李江嵐議員に対する辞職勧告決議（全文）
　李江嵐議員が令和7年5月11日に勝山市内の店舗敷地内で男性の首付近を右手で2回突き飛ばす暴行を
加えたとされる事件について、大野区検察庁が暴行の罪で大野簡易裁判所に略式起訴し、大野簡易裁判所
が11月18日付で罰金10万円の略式命令を出したことが、11月20日の報道等を通じて明らかになった。
　11月20日に開かれた全員協議会では、李江嵐議員から、自身の言葉による説明が行われた。この
中で、11月19日に正式に裁判所から文書が届き、11月18日付けで暴行に対する略式命令を出され、その
内容が罰金10万円ということであった。
　その後、12月6日の報道等で、12月5日までに罰金刑が確定したことが報じられている。
　在職中に市民に対し暴行を加え刑事処分を受けたことは、市民の信頼を大きく損ねることとなり、公
人である市議会議員の立場からすると著しく不適切なものである。
　このことは勝山市議会基本条例に規定する「市民全体の代表者として常に高い倫理性を求められてい
ることを自覚するとともに、良心と責任を持ち、議員としての品位を保持し、識見を養うよう努める」姿
とは程遠く、本市議会の名誉を著しく汚すとともに、議員に求められる品位を大きく逸脱している。
　また、本件においては、被害者へ社会通念上の謝罪が行われていないと思われ、誠意ある対応がなさ
れたとは言い難い状況にある。これは、自己の行為に対する真摯な反省及び責任ある行動が示されてい
ないことを意味し、議員としての資質を根本から欠くものと言わざるを得ない。
　市議会議員には、単に法的責任を果たすだけでなく、市民からの信頼と負託に応えるための説明責
任、高い倫理性に基づく行動が求められる。しかしながら、李江嵐議員の一連の対応は、これらの要請
に十分応えるものではない。
　よって李江嵐議員に対し、市民の厳粛な信託に応えるため、政治不信を招く行為を厳に戒めるととも
に、議員の職を辞することを勧告するものである。
　以上、決議する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和7年12月18日　　福井県勝山市議会

辞職勧告決議

● 「キャンナス勝山」への支援について
● 市の広報物の配布体制について
その他の質問
・移住者への「０円空き家バンク」支援策
について
・勝山市夜間タクシー運行支援交付金
について
・市内の雰囲気作りに恐竜モニュメント
を増やすことについて

　　令和6年能登半島地震では、職員減少や多様

な避難形態のため、従来の「場所の支援」だけで

なく「人の支援」への転換が不可欠となった。

政府は、外部からの応援職員を円滑に受け入れ

るための「受援計画作成の手引き」を令和7年

4月に発表した。この受援計画は、災害時におけ

る応援の要請、受入れ、活動・運用、及び帰庁

の手続きを事前に明確にすることで、迅速かつ

的確な受援体制を確立することを目的としてい

る。受援体制を実効性のあるものとするには、

平時からの他部署との業務分担の検討、既存の

防災計画との整合性の確保、そして定期的な訓

練の実施が重要である。これらを踏まえ、防災

計画を補完する受援計画を見直すべきだと思う

が市の見解を問う。

　　国は令和2年4月に「市町村のための人的

応援の受入れに関する受援計画作成の手引き」

を策定し、市ではこれを参考に、応援職員や物

的支援を迅速、的確に受け入れ、情報共有や各

種調整を行うための体制と受援対象業務を定

め、令和4年5月に「勝山市受援計画」を策定

した。同年10月には県と市合同で総合防災訓

練を実施し、受援計画に基づく応援要請訓練を

実施している。本年4月の国の手引き改訂で

は、宿泊場所のリスト活用や応援人数の例示な

ど、平時から点検すべき事項が追加されてい

る。市としては、図上訓練や国・県・自衛隊等

との定期的な受入訓練を実施するとともに、被

災地への応援職員として携わった際の知見や経

験を加味し、本年度中に受援計画を改訂する予

定である。

一般質問  議:議員／理:理事者

● 防災計画について
その他の質問
・教育会館の改修について
・市道5-21号線の防犯灯について
・農地バンクに貸し付けた農地の
　課税特例適用漏れについて

（15）防犯灯については、防犯にとどまら
ず、交通の安全や害獣被害防止にも寄与する
ことから設備更新の際には機能強化が図れる
よう検討されたい。
（16）ふるさと納税については、委託先を変
えるなど様々な努力をされているが、今後も
返礼品に工夫を凝らすなど、寄附額の増加に
向けて取り組まれたい。
（17）企業振興助成金に加え、勝山市の産業
を長く支え、一定規模の地元雇用に貢献され
ている企業に向けた支援策も研究されたい。
（18）移住定住促進事業については、空き家
の活用による住居確保を軸に検討されている
ことから、市内の関連事業者とも連携を図
り、移住推進に努められたい。
（19）市営住宅については、低層階への入居
を希望する高齢者の要望を考慮されたい。
（20）鳥獣害対策については様々な検討によ

り侵入防止柵の有効性が顕在化したことか
ら、さらなる設置に向けた取り組みの促進を
図られたい。
（21）消防庁舎については建設以来年数が経
過しており、災害時にも安全確保が求められ
ることも勘案し、必要な改修を実施された
い。
（22）小中学生のストレスを抱える児童・生
徒が、学校医を含めた外部のカウンセラー等
に気兼ねなく相談できる体制の確立を図られ
たい。

◎水道事業会計決算及び下水道事業会
計決算について
　上下水道料金については、料金制度審議会
の審議内容を適時議会に報告するとともに、
妥当性、納得性が高い結論を導き出された
い。

市政会　下道惠子議員 下牧一郎議員
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